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国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月10日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 4月30日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 4月30日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税等の�

中間申告（年3回の場合）� 4月30日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月15日
地方税／�固定資産税（都市計画税）第1期分の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧�

� 4月1日〜4月20日�
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付�
� 市区町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（休業4日未満：1月〜3月分）�
� 4月30日

　仕入れ・材料費や人件費、水道光熱費等の
コスト増加分を価格に反映させたい事業者が
商品別（取引先別）の収支状況も確認しながら、
目指すべき取引価格を検討できるシミュレー
ションツール。独立行政法人中小企業基盤整
備機構がリリースしたもので、登録不要、無
料で利用できます。

ワンポイント 価格転嫁検討ツール

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日
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4 月号─2

　
「
闇
バ
イ
ト
」
は
犯
罪
実
行
者

の
募
集
で
す
。
応
募
し
て
、
強
盗

や
詐
欺
と
い
っ
た
犯
罪
に
加
担

し
、
逮
捕
さ
れ
た
人
が
多
く
い
ま

す
。

　

求
職
者
の
皆
様
に
お
か
れ
て
は
、

S
N
S
上
の
怪
し
い
求
人
に
は

絶
対
に
手
を
出
さ
な
い
で
く
だ
さ

い
。「
募
集
主
の
氏
名
（
又
は
名

称
）・
住
所
・
連
絡
先
（
電
話
番

号
等
）・
業
務
内
容
・
就
業
場
所
・

賃
金
」
の
表
示
が
な
い
募
集
広
告

に
は
特
に
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

　

労
働
者
を
募
集
す
る
際
に
、
募
集

内
容
に
不
適
切
・
不
明
確
な
も
の
が

あ
る
と
き
は
、
求
職
者
か
ら
敬
遠
さ

れ
、「
募
集
を
し
て
い
る
の
に
応
募

が
な
い
」
と
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る

こ
と
か
ら
、
適
切
な
表
示
に
な
っ
て

い
る
か
否
か
を
確
か
め
な
が
ら
募
集

し
て
い
く
と
良
い
で
し
ょ
う
。

　

今
回
は
、
労
働
者
を
募
集
す
る
際

の
注
意
点
を
解
説
し
ま
す
。

１　

法
令
上
の
扱
い

⑴　

的
確
表
示

　

職
業
安
定
法
で
は
、「
求
人
等
に

関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
と
き
は
、

当
該
情
報
に
つ
い
て
虚
偽
の
表
示
又

は
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
表
示
を
し
て

は
な
ら
な
い
。」
と
し
、
提
供
す
る

情
報
は
「
正
確
か
つ
最
新
の
内
容
に

保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し

て
い
ま
す（
同
法
第
５
条
の
４
）。

⑵　

罰
則

　

同
法
で
は
罰
則
も
定
め
ら
れ
て
お

り
、「
虚
偽
の
広
告
を
な
し
、
又
は

虚
偽
の
条
件
を
提
示
し
て
、
職
業
紹

介
、
労
働
者
の
募
集
、
募
集
情
報
等

提
供
若
し
く
は
労
働
者
の
供
給
を
行

い
、又
は
こ
れ
ら
に
従
事
し
た
と
き
」

は
、
６
か
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は

30
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
ま

す
。

　

ま
た
、
公
衆
衛
生
又
は
公
衆
道
徳

上
有
害
な
業
務
に
就
か
せ
る
目
的
で

募
集
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
さ
ら
に

重
い
罰
則
も
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

２　

募
集
時
の
注
意
点

⑴　

必
ず
記
載
す
る
事
項

　

求
人
等
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す

る
と
き
は
、「
虚
偽
の
表
示
又
は
誤

解
を
生
じ
さ
せ
る
表
示
を
し
て
は
な

ら
な
い
」
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
を
さ
ら
に
明
確
化
す
る
た
め
、
令

和
６
年
12
月
18
日
に
発
せ
ら
れ
た
通

知
（
職
需
発
１
２
１
８
第
１
号
）
に

お
い
て
、
①
氏
名
又
は
名
称
、
②
住

所
（
所
在
地
）、
③
連
絡
先
、
④
業

務
内
容
、
⑤
就
業
場
所
、
⑥
賃
金
の

情
報
（
以
下
「
６
情
報
」）
は
記
載
す

る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
ま
し
た

（
注
）。

注　

雇
用
仲
介
事
業
者
を
利
用
す
る

場
合

　
　

雇
用
仲
介
事
業
者
（
職
業
紹
介

事
業
者
・
募
集
情
報
等
提
供
事
業

者
）
を
通
じ
て
労
働
者
を
募
集
す

る
場
合
、
求
職
者
か
ら
照
会
が

あ
っ
た
際
に
は
、
雇
用
仲
介
事
業

者
が
、
募
集
主
の
氏
名
・
名
称
等

を
当
該
求
職
者
に
回
答
す
る
こ
と

と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
照
会
先

を
付
し
て
示
す
場
合
に
は
、
そ
の

回
答
す
る
募
集
主
の
氏
名
・
名
称

等
の
情
報
は
必
ず
し
も
載
せ
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

⑵　

募
集
内
容
の
記
載
に
関
す
る

　

Q
＆
A

　

厚
生
労
働
省
が
公
開
す
る
Q
＆

A
よ
り
一
部
を
抜
粋
し
ま
す
。

　
「
住
所（
所
在
地
）」は
ど
こ

ま
で
記
載
す
れ
ば
良
い
か
？

　

募
集
主
に
つ
い
て
誤
解
を

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
ビ

ル
名
、
階
数
、
部
屋
番
号
ま
で
記

載
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

昨
今
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
犯
罪

実
行
者
の
募
集
が
行
わ
れ
る
事
案
が

見
ら
れ
、
そ
の
中
に
は
、
通
常
の
労

働
者
募
集
と
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
よ

う
な
広
告
等
も
見
受
け
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
に

対
し
、
募
集
時
の
表
示
に
つ
い
て
の

通
知（
後
述
）が
発
せ
ら
れ
ま
し
た（
令

和
６
年
12
月　

厚
生
労
働
省
）。

　

ま
た
、
同
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お

い
て
は
、
求
職
者
に
対
し
て
も
、
次

の
よ
う
に
注
意
喚
起
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

募集時における募集時における
情報表示の注意点情報表示の注意点

Q1A1



3─4月号

　
「
連
絡
先
」
と
し
て
何
を

記
載
す
れ
ば
良
い
か
。
S
 N 

S
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
機
能
を
使
っ
て
、

送
付
先
を
示
す
方
法
で
も
問
題
な

い
か
？

　

電
話
番
号
、
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
ま
た
は
、
自
社
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
上
に
備
え
付
け
ら
れ
た
専

用
の
問
合
せ
フ
ォ
ー
ム
へ
の
リ
ン

ク
の
い
ず
れ
か
を
記
載
す
る
必
要

が
あ
る
。

　

広
告
等
に
よ
り
募
集
情
報

を
提
供
す
る
場
合
、
６
情
報

自
体
を
記
載
せ
ず
、
６
情
報
が
記

載
さ
れ
て
い
る
会
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
の
募
集
要
項
等
の
リ
ン
ク
を
記

載
す
る
こ
と
で
も
問
題
は
な
い

か
？　

会
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
募

集
要
項
等
の
リ
ン
ク
の
み
で

は
、
そ
も
そ
も
求
人
で
あ
る
か
ど

う
か
も
含
め
、
誤
解
を
招
く
可
能

性
が
あ
る
た
め
、
募
集
情
報
を
提

供
す
る
広
告
等
自
体
に
６
情
報
を

記
載
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

業
務
内
容
、
就
業
場
所
及

び
賃
金
に
つ
い
て
は
、
職
業

安
定
法
第
５
条
の
３
（
求
職
者
等

へ
の
労
働
条
件
等
の
明
示
）
や
労

働
基
準
法
第
15
条
（
採
用
時
の
労

働
条
件
明
示
）
で
求
め
ら
れ
る
の

と
同
じ
よ
う
に
詳
細
を
記
載
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
か
？

　

必
ず
し
も
同
じ
で
あ
る
必

要
は
な
い
が
、
広
告
等
を
見

た
労
働
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
等

が
、
募
集
主
等
に
つ
い
て
誤
解
を

生
じ
な
い
よ
う
、
業
務
内
容
や
就

業
場
所
、
賃
金
に
つ
い
て
記
載
す

る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
就
業

場
所
に
つ
い
て
、「
就
業
場
所
の

変
更
の
範
囲
」
は
記
載
せ
ず
「
雇

入
れ
直
後
の
就
業
場
所
」
の
み
を

示
す
形
や
、
複
数
の
候
補
を
示

し
、「
応
相
談
」
と
す
る
形
、
賃

金
に
つ
い
て
、「
時
給
１
５
０
０

円
〜
」
と
す
る
形
で
も
、
記
載
が

あ
れ
ば
、
直
ち
に
職
業
安
定
法
第

５
条
の
４
違
反
と
は
な
ら
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。

　

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
募
集
に

つ
い
て
も
、
６
情
報
の
記
載

が
求
め
ら
れ
る
か
？

　

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
募
集
を

広
告
等
に
よ
り
行
う
場
合
で

も
、
６
情
報
の
記
載
は
同
じ
よ
う

に
必
要
。

⑶　

職
業
安
定
法
の
指
針

　

前
述
の
注
意
点
の
ほ
か
、
募
集
等

を
す
る
者
が
適
切
に
対
処
す
る
た
め

に
定
め
ら
れ
た
指
針
に
お
い
て
、
求

人
等
に
関
す
る
「
的
確
な
表
示
に
関

す
る
事
項
」
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も

の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
一
部
を
抜
粋

し
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

・　

関
係
会
社
を
有
す
る
者
が
労
働

者
の
募
集
を
行
う
場
合
、
労
働
者

を
雇
用
す
る
予
定
の
者
を
明
確
に

し
、
当
該
関
係
会
社
と
混
同
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
表
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

・　

労
働
者
の
募
集
と
、
請
負
契
約

に
よ
る
受
注
者
の
募
集
が
混
同
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
表
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・　

賃
金
等（
賃
金
形
態
、
基
本
給
、

定
額
的
に
支
払
わ
れ
る
手
当
、
通

勤
手
当
、
昇
給
、
固
定
残
業
代
等

に
関
す
る
事
項
を
い
う
。）
に
つ

い
て
、
実
際
の
賃
金
等
よ
り
も
高

額
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
示
し
て

は
な
ら
な
い
。

・　

職
種
又
は
業
種
に
つ
い
て
、
実

際
の
業
務
の
内
容
と
著
し
く
乖
離

す
る
名
称
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

３　

そ
の
他

⑴　

募
集
時
の
明
示
事
項
の
改
正

　

令
和
６
年
４
月
に
労
働
基
準
法
が

改
正
さ
れ
、
雇
入
れ
の
際
に
「
従
事

す
べ
き
業
務
の
変
更
の
範
囲
、
就
業

場
所
の
変
更
の
範
囲
、
有
期
労
働
契

約
を
更
新
す
る
場
合
の
基
準
」
を
明

示
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

職
業
安
定
法
に
お
い
て
も
同
様
の

改
正
が
行
わ
れ
、
採
用
が
決
ま
っ
た

後
だ
け
で
は
な
く
、
募
集
・
職
業
紹

介
事
業
者
へ
の
求
人
の
申
込
み
の
段

階
か
ら
そ
れ
ら
の
事
項
を
明
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
募
集
活
動
の
際
は
お
気
を
つ

け
く
だ
さ
い
。

⑵　

求
職
者
等
へ
の
情
報
提
供

　

求
職
者
等
へ
の
職
場
情
報
の
提
供

に
つ
い
て
は
、令
和
６
年
３
月
に「
求

職
者
等
へ
の
職
場
情
報
提
供
に
当

た
っ
て
の
手
引
」
が
厚
生
労
働
省
に

よ
り
策
定
さ
れ
ま
し
た
（
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
検
索
可
）。

　

個
人
の
働
き
方
へ
の
ニ
ー
ズ
が
多

様
化
す
る
中
で
、
求
職
者
等
と
企
業

等
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
解
消
し
、
希
望

す
る
者
の
円
滑
な
労
働
移
動
を
促
進

す
る
た
め
の
も
の
で
、
法
令
上
で
開

示
・
提
供
が
必
要
な
も
の
、
求
職
者

等
が
求
め
る
情
報
な
ど
が
ま
と
め
ら

れ
た
手
引
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

募
集
・
採
用
時
に
ご
活
用
く
だ
さ

い
。

Q2
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4 月号─4

　離職者が失業中に雇用保険の給付（基本
手当）を受給する際は、「雇用保険被保険
者離職票」（以下「離職票」）を用います。
　従来は、ハローワークが発行した離職票
を、事業所を通じて受け取ることとされて
いましたが、令和7年1月20日から、希
望する離職者にはマイナポータルを通じて
離職者に直接送付するサービスが開始され
ました。
〈サービス利用の条件〉
①　届け出たマイナンバーが被保険者番号
と適切に紐付いている。

　　マイナンバーの登録有無は、被保険者
本人がマイナポータルの「わたしの情報」
機能で確認することができ、マイナンバー
が適切に登録されていない場合は、「個
人番号登録・変更届」をハローワークに

提出し、マイナンバーを登録します。
②　離職者本人がマイナポータルと雇用保
険WEBサービスの連携設定を行う。
　　被保険者のマイナンバーの登録が完了
した後に、マイナポータル上で「雇用保
険WEBサービス」との連携設定を実施。
③　事業主が電子申請で雇用保険の離職手
続きを行う。
　　電子申請を行った後、「離職者本人用
の公文書は離職者本人へマイナポータル
上で直接交付しております」のメッセー
ジが返信されたら完了です。
※　離職票が離職者本人に直接送付された場合に
は、事業所へは離職証明書（事業主控）のみ発行
されます（離職票は事業主宛に送付されません）。

〈注意点〉
・　マイナンバー登録には時間がかかる場
合があり、資格喪失届提出の2週間程度
前までに行うこととされています。
・　被保険者が希望しない場合や要件を満
たさない場合は、従来どおり事業所へ離
職票等の書類が送付されます。	

〈雇用保険〉 
　マイナポータルを通じた 
　離職票の直接送付サービス

　労働者を雇い入れたときに会社が行うこ
との1つに「健康診断」があります。
　実施項目は労働安全衛生法により定めら
れ、事業所の規模（従業員数）に関わらず
実施する必要があります。ただし、対象者
が雇入れ前（3か月以内）に受診した健診結
果を提出した場合には、結果が提出された
内容の限りで健診項目を省略することがで
きます。
　正社員のほか、無期契約または契約更新
により1年以上雇われる見込みのあるパー
トタイム労働者であって、正社員の週所定
労働時間の4分の3以上で働く者も対象と
される点に注意を要します。
　常時50人以上の労働者を使用する事業
主は毎年「定期健康診断結果報告書」を所
轄労働基準監督署長に提出する義務があり
ますが、雇入時の健康診断は事業所規模に
関わらず、所轄労働基準監督署への報告は
義務付けられていません。

4月の労務 ピックアップ  
 雇入れ時の健康診断

　

協
会
け
ん
ぽ
で
は
、
生
活
習
慣
病

の
予
防
や
早
期
発
見
の
た
め
、
35
歳

以
上
74
歳
ま
で
の
加
入
者
を
対
象
に

生
活
習
慣
病
予
防
健
診
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

健
診
の
充
実
・
強
化
が
進
め
ら
れ
、

令
和
５
年
度
に
は
生
活
習
慣
病
予
防

健
診
（
一
般
健
診
）
の
自
己
負
担
の

軽
減
、
令
和
６
年
度
に
は
付
加
健
診

の
対
象
年
齢
拡
大
、
被
扶
養
者
の
集

団
健
診
時
に
お
け
る
オ
プ
シ
ョ
ン
健

診
の
拡
充
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

生
活
習
慣
病
予
防
健
診
は
、
事
業

主
宛
に
案
内
（
健
診
対
象
者
一
覧
な

ど
）
が
送
付
さ
れ
、
受
診
を
希
望
す

る
各
健
診
機
関
に
対
し
て
、
直
接
予

約
申
込
み
を
行
い
ま
す
。

※	　

協
会
け
ん
ぽ
と
契
約
し
て
い
る

全
国
の
健
診
機
関
（
協
会
け
ん
ぽ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
参
照
可
能
）
で

受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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の
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